
六甲台ホッケークラブ  会則                     平成 11 年 10 月 16 日  制定 
 
 
第 1 章   総  則 
  第１条（名称） 
      本会は、六甲台ホッケークラブと称し、所在地を 

      神戸市灘区六甲台町１―１―１ 神戸大学ホッケー部内に置く。 
  第 2 条（目的） 
      本会は、神戸大学ホッケー部の発展・強化のための援助と、 
      会員相互の親睦を図ることを目的とする。 

 
第 2 章   会  員 
  第 3 条（会員資格） 
      本会の会員は、神戸大学（含；神戸商大、神戸経大、予科） 
      ホッケー部に在籍したものおよび在籍しているものとする。 

 
第 3 章   役  員 
  第４条（役員） 

１．本会に次の役員を置く。 
       会    長        １名  
       副 会 長        ２名  
       理 事 長        １名  

             理    事     ２０名以内  
       会計監査        ２名 ( 理事以外の会員より ） 

２．会長、副会長は、理事会において理事の中から選出する。 
３．理事長は、理事の中から理事会の承認を得て、会長が委嘱する。                                               
４．役員の任期は、２年とし、再任は妨げない。                  

第５条（役員の任務） 

      各役員の職務は、次の通りとする。 
     会    長  ： 本会を代表し、会務全般を処理する。 
      副 会 長  ： 会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。 

      理 事 長  ： 会務を処理するとともに、理事会を開催しこれを運営する。 
                  又、本会の会計及び事務処理を行う。 
      理    事  ： 本会の運営に関して、理事長を補佐する。 

             
第４章   会  議 
  第６条（総会） 

１．定時総会は、毎年１回会長が招集する。但し、必要に応じて 
         理事会の決議により、臨時総会を開催することができる。 
      ２．総会は、会員の１／２以上の出席を以って（委任状を含む）成立する。 
      ３．総会は、理事の選出・会計予算・決算報告・活動計画・活動報告 

    等の承認、会則の変更を行う。 
４．総会の議決方法は、出席会員の多数決でこれを決定する。 

  第７条（理事会）    
      １．理事会は、理事長の招集により、随時開催する。 

２．理事会は、理事の 1/2 以上の出席を以って（委任状を含む）成立する。   
３．理事会の議決方法は、出席理事の多数決でこれを決定する｡ 

      ４．理事会は、次の事項を行う。 
     1) 会長・副会長の選出。 

     2） 会則の変更、改定の立案。                     

           3） 活動計画の企画・立案。  活動報告の立案。                     
           4） 本会の年会費の決定、及び入退会の確認。                       
           5） 会務・運営に関する一切の事項の討議、決定。                     



      6） その他                             

 
第 5 章   総  則                                                          
  第８条（会計）                                                             

１．本会の諸経費は、本会の年会費・寄付金その他の収入を                 
    以って支弁する。                                                   
２．本会の年会費の金額については、別途細則でこれを決める。             
３．本会の出納業務は理事長が行い、会計監査は理事以外より               
    ２名を選び会長がこれを委嘱する。                                   

４．本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日              
    までとする。                                                       

 
第 6 章   コンプライアンス条項 

六甲台ホッケークラブは、現役学生と OBOG が共に会員として

尊重し合い、お互いに敬意をもって接し、共に成長を目指す組

織である。 
六甲台ホッケークラブ会員は、上記理念の実現を目指し、会員

同士はもとより、地域社会の一員として恥ずることなく誇りを

持って行動する。 

                                                                       

 
 
 
 
 
 
 

細   則                                                                   
 １） 年会費は、卒業年次を問わず一律 １０，０００円 とする。            

 但し、在籍部員及び満 80 歳以上の会員の会費は免除とする。       

支払い方法は、                                                       

    ・ 郵便振替 口座番号 ： 00910-8-148793                  
    ・ 三井住友銀行兵庫支店 普通預金 口座番号 ： 1080667  
      口座名称   「六甲台ホッケークラブ」 宛   

のいずれかに、振り込みで行う。もしくは、口座振替とする。 
口座代表者は理事長とし、口座住所は理事長住所に定める。 

                                     
神戸大学ホッケー部部長 

田中 剛（神戸大学工学部教授 昭和 58 年卒ホッケー部ＯＢ） 

２０２３年度六甲台ホッケークラブ役員名簿 
    会  長  鶴身  邦彦（昭和 50 年卒） 
    副会長  上野 陽一（昭和 52 年卒） 元田 裕介（平成 5 年卒）   

  理事長  山出 祐司（昭和 58 年卒） 
監査役  松野 正和（昭和 47 年卒） 原 健二（昭和 51 年卒） 

理 事 口田 順次（昭和 50 年卒） 泉 聖（昭和 53 年卒） 
    村上 昭 （昭和 58 年卒） 田中 剛  （昭和 58 年卒） 
        阪本 博史（昭和 62 年卒） 不破 都 （平成 4 年卒） 
    尾崎 啓 （平成 5 年卒） 中田 慎介（平成 10 年卒） 

  小野田 恵介（平成 22 年卒） 辻本 貴昭（平成 23 年卒） 
芦田 義裕（平成 23 年卒） 寺田 知史（平成 24 年卒） 
太田 雄士（平成 25 年卒） 堀江 紀之（平成 27 年卒） 
谷村 謙一（平成 28 年卒） 堀尾 昂平（令和 5 年卒） 

      現役から   学生理事 4 名（主将・主務・会計・ﾏﾈｰｼﾞｬ長） 
  （任期 2023 年 7 月～2025 年 7 月） 



 
＊＊  平成 15 年６月７日 改訂（年会費）  

＊＊ 平成 17 年 6 月 23 日 改訂（会員に現役部員も含める） 

＊＊ 平成 23 年 6 月 25 日 改訂（役員） 

＊＊ 平成 27 年 7 月 11 日 改訂（年会費支払方法及び役員） 

＊＊ 平成 28 年 7 月 23 日 改訂（会費免除及び役員） 

 ＊＊ 平成 29 年 7 月 23 日 改訂（役員） 

 ＊＊ 令和 3 年 9 月 19 日 改訂（役員） 

 ＊＊ 令和 5 年 7 月 14 日 改訂（第 6 章の追加及び役員） 

 


